
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊那中央衛生センターの改築について 

〈背景〉 

伊那市、箕輪町、南箕輪村の”し尿及び浄化槽汚泥“については、し尿処理施設「伊那中央衛生

センター」で処理しています。昭和 55年度に稼動を開始した「伊那中央衛生センター」は、既

に 40年以上を経過し、機械設備のほとんどが耐用年数を超過しており、老朽化による故障リス

クが増大しているほか、旧耐震基準時に建設された施設であるため、今後の耐震性が懸念されて

います。 

このような状況から、伊那市、箕輪町、南箕輪村で構成している伊那中央行政組合では、新た

な「し尿処理施設」を旧サンライフ伊那跡地に建設することになり、令和 3 年 3 月の地元対策

委員会で協議をお願いし改築することにご理解をいただきました。 

〈新たな施設の方向性〉 

衛生センターの改築について各種調

査、計画を進め、令和７年度末までに整備

し、令和８年度から現有施設を解体する

ことを想定しています。 

 

〈事業スケジュール〉 

今年度、改築に向け具体的な計画を立案します。改築工事は令和５～7 年度を想定していま

す。現センターの跡地には、地域の皆さまが憩える公園等の整備を考えています。 

 旧サンライフ 
伊那跡地 

 
 

整備予定地 

現在の衛生センター 

跡地には公園等の 

整備を考えています 

・地元の皆様に安心してもらえる施設 

・周辺環境と調和する施設 

・資源を回収する施設 

・災害に強い施設 

・国からの交付金を活用 

・旧サンライフ伊那の跡地を有効活用 

・現衛生センターの跡地には、公園等

を整備予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備基本計画について 

〈計画策定の目的〉 

新施設の建設にあたり、どのような施設を建設するか具体的な計画が必要となります。 

施設整備に係る様々な事項について検討し、計画するのが「施設整備基本計画」です。 

この「施設整備基本計画」に基づき、工事の内容を決定することになります。 

〈計画の内容〉 

「施設整備基本計画」では、以下の事項について計画します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような施設にするか基本方針を定めます 施設整備方針 

新施設で処理するし尿や浄化槽汚泥等の量を設定します 処理能力 

どのような性状のし尿や浄化槽汚泥等を処理しなければならないの
か、現在処理しているし尿等の性状を基に設定します し尿等の性状 

搬入されたし尿等をどのように処理するのか、計画します 
また、施設でどのように資源を回収するのか計画します 処理方式 

施設が周辺環境に悪影響を与えないように施設からの放流水質、悪
臭、騒音、振動等について基準値を設定します 公害防止基準 

整備予定地の中でどこに施設を配置するか計画します 配置計画 

新施設をどのように管理・運営していくか、計画します 管理運営方針 

施設の設計・施工業者を決める方法について計画します 契約締結方式 

施設整備事業にいくらかかるのか概算費用を設定し、その財源として
国からの交付金や地方債などの活用について計画します 財源計画 

新施設の整備に必要な手続き等を整理し、事業全体のスケジュールを
設定します スケジュール 

〈発注仕様書案の作成〉 

「施設整備基本計画」を基に、工事の発注内容について検討し、施設整備工事の発注仕様書案を

作成します。 

新施設の整備工事は、発注仕様書の記載内容に基づき、設計・施工されます。 


















